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フォークリフト及び高所作業車に係る構造に関する使用規制 

 

〇労働安全衛生規則（労働省令第三十二号） 

【フォークリフトに係る構造に関する使用規制の抜粋】 

（前照灯及び後照灯） 

第百五十一条の十六 事業者は、フオークリフトについては、前照灯及び後照灯を備えた

ものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持

されている場所においては、この限りでない。 

（ヘツドガード） 

第百五十一条の十七 事業者は、フオークリフトについては、次に定めるところに適合す

るヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下により

フオークリフトの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 

一 強度は、フオークリフトの最大荷重の二倍の値（その値が四トンを超えるものにあ

つては、四トン）の等分布静荷重に耐えるものであること。 

二 上部わくの各開口の幅又は長さは、十六センチメートル未満であること。 

三 運転者が座つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者の座席の上面か

らヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、九十五センチメートル以上であるこ

と。 

四 運転者が立つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者席の床面からヘ

ツドガードの上部わくの下面までの高さは、一・八メートル以上であること。 

（バツクレスト） 

第百五十一条の十八 事業者は、フオークリフトについては、バツクレストを備えたもの

でなければ使用してはならない。ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働

者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 

（使用の制限） 

第百五十一条の二十 事業者は、フオークリフトについては、許容荷重（フオークリフト

の構造及び材料並びにフオーク等（フオーク、ラム等荷を積載する装置をいう。）に積

載する荷の重心位置に応じ負荷させることができる最大の荷重をいう。）その他の能力

を超えて使用してはならない。 

 

【高所作業車に係る構造に関する使用規制の抜粋】 

（前照灯及び尾灯） 

第百九十四条の八 事業者は、高所作業車（運行の用に供するものを除く。以下この条に

おいて同じ。）については、前照灯及び尾灯を備えなければならない。ただし、走行の

作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する高所作業車に

ついては、この限りでない。 

（使用の制限） 

第百九十四条の十六 事業者は、高所作業車については、積載荷重（高所作業車の構造及

び材料に応じて、作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重をい

う。）その他の能力を超えて使用してはならない。 
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